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仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

 

な
く
そ
う
差
別
！
運
転
免
許
証
の
本
籍
地
記 

仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
立
場
の
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

期
間
雇
用
社
員
の
希
望
者
全
員
の
正
社
員
化
を
。 

め
ざ
せ
、
均
等
待
遇
、
な
く
そ
う
差
別
！ 

ユ
ニ
オ
ン
は
労
契
法
裁
判
に
勝
利
す
る
ぞ
！ 

 Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
ま
し
た
！

 
未
来
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
見
れ
ま
す
。
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ユ
ニ
オ
ン
長
崎
で
検
索
！

 

  
 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

１
２
月
に
な
り
、
集
配
関

係
で
も
年
末
年
始
繁
忙
期

(
以
下
年
繁)

に
入
り
ま
し
た
。

先
週
１
日
は
ゆ
う
パ
ッ
ク
持

出
の
ピ
ー
ク
予
想
日
で
し
た
。 

特
に
ゆ
う
パ
ッ
ク
の
配
達

に
携
わ
っ
た
皆
さ
ん
、
長
中

局
の
指
示
は
的
確
・
適
正
で

し
た
か
？
キ
ャ
パ
オ
ー
バ
ー

な
ど
で
休
憩
が
取
れ
な
か
っ

た
と
い
う
事
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？
大
き
な
事
故
や
お
客
様

ト
ラ
ブ
ル
は
な
か
っ
た
み
た

い
で
す
が
、
皆
さ
ん
の
感
想

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

支
部
は
、
年
末
年
始
の
業

務
運
行
を
確
保
し
、
良
質
な

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と

が
郵
便
局
の
使
命
だ
と
考
え

ま
す
。
そ
の
為
に
は
感
染
症

防
止
策
の
徹
底
、
必
要
な
要

員
の
確
保
、
労
働
安
全
の
徹

底
な
ど
が
必
要
で
あ
り
、
業

務
に
携
わ
る
社
員
の
労
働
条

件
の
向
上
が
不
可
欠
で
す
。 

 

こ
の
考
え
に
基
づ
き
支
部

は
、
１
０
月
３
１
日
に
長
中

局
に
対
し
て
２
５
項
目
の

「
年
繁
要
求
書
」
を
提
出
し

ま
し
た
。
こ
の
要
求
書
に
つ

い
て
長
中
局
か
ら
１
２
月
１

日
に
回
答
が
行
わ
れ
た
の
で

報
告
し
ま
す
（
紙
面
の
関
係

で
掲
載
で
き
な
い
分
は
合
わ

せ
て
地
下
掲
示
板
に
張
り
出

し
ま
す
） 

今
年
度
の
年
繫
要
求
書
で

は
、 ・

元
旦
の
出
勤
体
制 

・
昨
年
度
の
年
繁
期
間
中

７
日
間
以
上
の
連
続
出
勤
や

３
時
間
を
超
え
る
超
勤
発
令

状
況
の
開
示 

・「
特
別
条
項
の
適
用
」
に

つ
い
て
の
考
え
方 

・「
勤
務
時
間
制
度
の
見
直

し
」
に
伴
う
、
超
勤
の
場
合

の
長
時
間
対
策
に
つ
い
て 

・「
郵
便
サ
ー
ビ
ス
の
見
直

し
」
に
伴
う
年
末
年
始
の
業

務
運
行
の
変
更
点 

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
防
止
対
策 

を
中
心
に
改
善
を
求
め
ま

し
た
。 

長
中
局
か
ら
は
、
要
求
書

へ
の
回
答
と
合
わ
せ
て
、
年

繁
期
間
中
の
業
務
に
つ
い
て

の
考
え
方
や
対
策
の
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。 

こ
れ
に
対
し
支
部
は
項
番

３
が
良
い
例
だ
が
、
要
求
の

内
容
に
局
の
回
答
が
そ
ぐ
わ

な
い
も
の
が
多
い
。
ま
た
指

摘
し
て
も
支
部
組
合
員
に
関

す
る
数
字
だ
け
開
示
す
る
。

ル
ー
ル
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
だ
と
職
場
全
体
の
状
況

が
社
員
に
伝
わ
ら
ず
、
職
場

改
善
に
つ
な
が
ら
な
い
の
で

は
と
抗
議
し
ま
し
た
。 

そ
の
他
、
項
番
９
「
勤
務

時
間
制
度
の
見
直
し
」
に
伴

う
、
超
勤
の
場
合
の
長
時
間

対
策
に
つ
い
て
は
、
疲
労
や

集
中
力
の
低
下
か
ら
事
故
に

も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
重
要

な
問
題
だ
と
し
て
再
度
の
説

明
を
求
め
ま
し
た
。 

 

 

全労協・郵政産業労働者 

ユニオン長崎中郵支部 

機関紙「みらい」 
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`22 年１２月６日（火） 
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  文責 支部書記長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間雇用パート労働者の皆さん! 困リごとは職場の郵政ユニオンへご相談を。      

1 集-海江田, 2 集-向井, 3 集-山田, 支部・分会の役員へ。        

年末始繁忙要求項目と長中局の回答（抜粋） 

１． 元旦午前中の年賀状配達の縛りがなくなって久しい。集配営業部社

員の１月１日の勤務は全員７時３０分か８時からの勤務とすること 

局）１月１日については原則午前 7時出勤としている 

 

３．昨年度、年末年始繁忙期間中において連続出勤が７日間を超えた社

員数及び最長連続出勤日数を明らかにすること。＊昨年度は「必要

な休日労働及び非番日労働は命じて行く」と要求の趣旨にそぐわな

い回答だった。各項目について数字を明らかにすること 

局）社員の連続勤務については健康管理面からも極力配意する事とす

るが、必要な休日労働及び非番日労働は命じて行く 

 

６．昨年度の特別条項適用回数と適用に至った状況を明らかにすること 

局）特別条項については安易に適用するのではなく、真に必要な場合

に適用する 

 

７．昨年度は一部の部で、12 月の当初から特別条項を適用したケースが

あった。特別条項の適用について長中局の考えを明らかにすること 

局）項番６と同じ 

 

９．今年度から超勤時に取得していた１５分の休憩時間が無くなった。こ

の為、日勤者が３時間以上の超勤をした際、連続６時間以上の勤務と

なる場合が想定される。休憩・休息についての考え方を明らかにす

ること 

局）各職場内に社員就業規則等を配備しており、休憩休息の付与方法に

ついても同規則等に則り適切に勤務時間管理を行う 

 

１１．上記１０の「超勤時における特例休息時間」は、連続勤務を避ける意味

からも非常に重要な休息となる。集配営業部で 2 時間以上の超勤が

見込まれる場合には、１６時４５分から特例休息を適用し休息を取得さ

せること 

局）項番９と同じ 

 

１２．郵便サービス見直しに伴う年末年始の業務運行の変更点を明らか

にすること 

局）郵便サービス見直しに伴う年末年始の業務運行に変更点はない 


